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特定教育・保育施設等確認（変更）通知書

　　　　年　　月　　日付けで申請のあった特定教育・保育施設等について、次のとおり確認をしましたので通知します。
	施設・事業所
	名称
	

	
	種類
	□ 認定こども園（□幼保連携型・□幼稚園型・□保育所型・□地方裁量型）

	
	
	□ 幼稚園（認定こども園を除く。）
	□ 保育所（認定こども園を除く。）

	
	
	□ 家庭的保育事業
	□ 小規模保育事業（□Ａ型・□Ｂ型・□Ｃ型）

	
	
	□ 居宅訪問型保育事業
	□ 事業所内保育事業（□保育所型・□小規模型）

	
	所在地
	（郵便番号　　　－　　　　）



	
	確認年月日
	　　　　　年　　月　　日

	設置者
	名称
	

	
	事業者番号
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	利用定員
	1号認定
	人
	3歳児
	4歳児
	5歳児

	
	
	
	人
	人
	人

	
	2号認定
	人
	3歳児
	4歳児
	5歳児

	
	
	
	人
	人
	人

	
	3号認定
	人
	0歳児
	1歳児
	2歳児

	
	
	
	人
	人
	人

	
	うち
地域枠
	人
	人
	人
	人



（教示）
１　この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、豊郷町に対して審査請求をすることができます。
２　この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、豊郷町を被告として（訴訟において豊郷町を代表する者は豊郷町長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。
３　ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。
